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議案第５０号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市福武甲  

 
２ 氏名   

明 比 典 正  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
  イ 認定農業者等であった者  

ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５１号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市下島山  

 
２ 氏名   

一 色 達 夫  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５２号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市丹原町高松  

 
２ 氏名   

𡧃佐美 好 正
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５３号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市小松町大頭  

 
２ 氏名   

宇 野 嘉 秀  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５４号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市小松町南川  

 
２ 氏名   

岡 田 貴 洋  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５５号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市飯岡  

 
２ 氏名   

越 智 一 志  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５６号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   



 

26 

１ 住所   
西条市禎瑞  

 
２ 氏名   

加 藤   茂
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５７号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市中西  

 
２ 氏名   

近 藤 明 弘  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５８号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市吉田  

 
２ 氏名   

篠 森   均  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第５９号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市玉津  

 
２ 氏名   

白 木 あゆみ  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６０号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市新町  

 
２ 氏名   

鈴 木 伸 二  



 

43 

提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６１号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市丹原町今井  

 
２ 氏名   

曽我部 英 樹
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６２号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市北条  

 
２ 氏名   

武 方 謙 一  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６３号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市実報寺  

 
２ 氏名   

武 田 喜 義  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６４号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市楠  

 
２ 氏名   

武 田 弘 文  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６５号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市丹原町古田  

 
２ 氏名   

武 田 安 博
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６６号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市丹原町長野  

 
２ 氏名   

徳 永 耕 治  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６７号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市大町  

 
２ 氏名   

徳 増 靖 記  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６８号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市氷見甲  

 
２ 氏名   

長谷川 孝 師  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第６９号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市喜多川  

 
２ 氏名   

藤 田 孝 明  



 

79 

提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第７０号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市玉之江  

 
２ 氏名   

眞 鍋   覚
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第７１号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市小松町新屋敷  

 
２ 氏名   

真 鍋 美 鈴  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第７２号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市丹原町高松  

 
２ 氏名   

山 内 ふさえ  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
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議案第７３号  
 
   農業委員会委員の任命について  
 
 農業委員会委員を次のとおり任命することについて、議会の同意を求める。  
 
  令和５年６月２９日提出  
 

西条市長  玉 井 敏 久   
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１ 住所   
西条市丹原町寺尾  

 
２ 氏名   

余 吾 秀 利  
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提案理由  
農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定に基づ

き、議会の同意を得て新たに農業委員会委員を任命しようとするものである。  
 

関係法令  
 農業委員会等に関する法律  
 （委員の任命）  

第８条 委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事

項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができ

る者のうちから、市町村長が、議会の同意を得て、任命する。  

２、３ （略） 

４ 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。  

 (1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者  

５ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、次の各号に掲げる者

が委員の過半数を占めるようにしなければならない。ただし、その区域内における

認定農業者（農業経営基盤強化促進法第１３条第１項に規定する認定農業者をいう。

以下同じ。）が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。  

 (1) 認定農業者である個人  

 (2) 認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人  

６ 前項に定めるもののほか、市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっ

ては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるよう

にしなければならない。  

７ 市町村長は、第１項の規定による委員の任命に当たっては、委員の年齢、性別等

に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。  

 （委員の任期）  

第１０条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２、３ （略）  
 農業委員会等に関する法律施行規則（昭和２６年農林省令第２３号）  

（認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合）  
第２条 法第８条第５項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合と

する。  
 (1) 当該農業委員会の区域内における認定農業者の数が、委員の定数に３０を乗 

じて得た数を下回る場合（以下この条及び第５条第１項第４号において「認定農
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業者が少ない場合」という。）において、委員の過半数を法第８条第５項各号に

掲げる者（以下「認定農業者等」という。）又は次に掲げる者とするとき。  
イ 認定農業者等であった者  
ロ 認定農業者の行う耕作又は養畜の事業に従事し、その経営に参画する当該認

定農業者の親族  
ハ 認定就農者（農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１４条

の５第１項に規定する認定就農者をいう。ニ及び第１０条第１号において同じ。）

である個人  
ニ 認定就農者である法人の業務を執行する役員又は使用人（当該法人の行う耕

作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有する者に限る。以下この号におい

て同じ。）  
ホ 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律（平成１８

年法律第８８号）第２条第４項第１号ハに規定する組織の役員  
ヘ 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である個人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるもの  
ト 農業の振興に関する国又は地方公共団体の計画において位置付けられた農業

者である法人であって、当該農業委員会の区域における農業において中心的な

役割を果たすことが見込まれるものの業務を執行する役員又は使用人 
チ 農業の経営又は技術について優れた知識及び経験を有し、地域において指導

的立場にある者として地方公共団体に認められた農業者  
リ 基本構想（農業経営基盤強化促進法第６条第１項に規定する基本構想をいう。）

における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達している者（ヌ及び第

１０条第２号において「基本構想水準到達者」という。）である個人 
ヌ 基本構想水準到達者である法人の業務を執行する役員又は使用人 

 (2)～(5) （略）  
 


